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令和３年 

奈良市議会１月臨時会 



 

条例制定改廃調書 
 

１ 名  称 奈良市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

２ 制定改廃 

の根拠法令、

関係通達等 

 ４ 制定改廃

の概要 

１．令和３年２月１日から同月２８日までの間、市長及び副市長

の給料月額を、１００分の１０に相当する額を減じた額とす

る。（附則第１３項関係） 

３ 制定改廃 

の理由 

・不適正な事務処理を行っていたことに対す

る市長及び副市長の管理監督責任を問うた

め、給料月額を減額するもの。 

５ 施行期日 公布の日 所管部課 総合政策部 人事課 
 



議案番号 １ 

1/1 

奈良市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

 

現行 改正案 

   附 則    附 則 

１～12 略 １～12 略 

 13 令和３年２月１日から同月28日までの間、市長等の給料月額は、別表の

規定にかかわらず、同表に規定する額から、その額に100分の10を乗じて得

た額を減じた額とする。ただし、第５条、第６条及び第７条第２項の規定

を適用する場合における給料月額は、同表に規定する額とする。 

13～16 略 14～17 略 
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